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平成23年６月29日の当社第９回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引

法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本

報告書を提出するものであります。 

  

平成23年６月29日 

  

第１号議案  剰余金処分の件 

① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 

１株につき金４円    総額667,729,124円 

② 効力発生日 

平成23年６月30日 

第２号議案  取締役６名選任の件 

取締役として、楳田純和、河端和雄、中園直樹、松居伸一、吉田哲、善当勝夫の６氏を

選任する。 

第３号議案  監査役１名選任の件 

監査役として、塚原雅人氏を選任する。 

第４号議案 役員賞与支給の件 

当期末時点の取締役７名に対し、役員賞与として総額3,740万円を支給する。 

第５号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 

退任取締役澤野雅俊、松崎成秀の両氏および退任監査役浮田武家氏に対し、当社所定の

基準による範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方

法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議の一任する。 

第６号議案 買収防衛策更新のための新株予約権無償割当ての委任の件 

当社の企業価値・株主共同利益を確保するための当社株式の大量取得行為に関する対応

策として、当社第19条の定めに基づき、新株予約権無償割当てに関する事項の決定を行

うことを当社取締役会に委任する。 

  

１【提出理由】

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

(2) 決議事項の内容
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(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりであります。 

 
  

本総会前日までの議決権行使書による事前行使分および当日出席の株主のうち賛否の確認ができたも

のを合計したことにより、すべての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本

総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりませ

ん。 

  

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される

ための要件ならびに当該決議の結果

決議事項 賛成数 反対数 棄権数 賛成率 決議結果
（個） (個) (個) (％)

第１号議案 
（剰余金処分の件）

140,954 113 0 97.91 可決

第２号議案 
（取締役６名選任の件）

  楳田 純和 138,447 2,622 0 96.16 可決

  河端 和雄 139,046 2,023 0 96.58 可決

  中園 直樹 139,908 1,161 0 97.18 可決

  松居 伸一 140,500 569 0 97.59 可決

  吉田  哲 140,495 574 0 97.59 可決

  善当 勝夫 140,491 578 0 97.58 可決

第３号議案 
（監査役１名選任の件）

  塚原 雅人 133,290 7,779 0 92.58 可決

第４号議案 
（役員賞与支給の件）

140,592 477 0 97.65 可決

第５号議案
116,722 24,346 0 81.07 可決（退任取締役および退任監査役に

対し退職慰労金贈呈の件）

第６号議案          
122,429 18,640 0 85.04 可決（買収防衛策更新のための新株予

約権無償割当ての委任の件）  

第１号議案、第４号議案乃至第６号議案： 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の

賛成

第２号議案および第３号議案     ： 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
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